
令和５年度 測量格付事項審査について（県内本店測量業者のみ） 

 

三重県 県土整備部 建設業課 

 

１ 審査の目的 

 三重県測量業務入札参加資格者格付要領に基づき三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登載

された県内に本店を有する測量業者の格付を毎年行うため、測量格付事項審査を実施します。 

 

２ 提出方法 

三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登載された県内に本店を有する測量業者の測量格付事

項審査を別添日程表のとおり実施します。最寄りの会場にて測量格付事項審査を受審し、令和５

年度測量格付事項審査申請書等を提出してください。（新規に入札参加資格者となったものは同

様の審査基準により随時審査を実施するものとします。） 

（事前に受審日時の予約が必要です。受審希望会場の建設事務所総務課へ電話で予約してください。） 

※測量格付事項審査申請書等の提出がない場合は、測量業務の入札に参加できなくなりますので

ご注意ください。 

 

３ 審査基準日 

  有資格者（測量士、測量士補）：令和５年１月１日（６ヶ月以上の連続雇用） 

  その他の項目：令和４年１０月１日 

 

４ 提出・持参書類 

（１）令和５年度 測量格付事項審査申請書    ２部（正本１部、副本１部）提出  

（２）測量士・測量士補調書           ２部（正本１部、副本１部）提出  

 

（３）財務に関する書類 （提示） 

①測量法第５５条の８の規定に基づく財務に関する報告書（直前第１期及び直前第２期分） 

 ※令和２年４月１日の測量法施行規則の改正により、様式が一部変更されている部分があ

りますので、ご注意ください。  

②直前第１期及び第２期の決算報告書（税務署の受付印のある確定申告書に添付したもの） 

※電子申告の場合は、申告データ及び受信通知を出力したもの 

   （直前第１期は審査基準日(令和４年１０月１日)直前の決算日、直前第２期はその１期前） 

   

（４）測量士・測量士補調書に記載した測量士、測量士補の資格を確認できる書類 

①登録通知書又は登録証明書  写しを提出  

※下記（６）で確認済みの技術者については、（４）の書類を提出する必要はありません。 

 

（５）測量士、測量士補調書に記載した測量士、測量士補の連続した雇用を確認できる書類 

審査基準日(令和５年 1 月 1 日)時点での６ヶ月以上の連続した雇用を下記の①～③の書類に

より確認します。 
①次のａからｅのうち１種類の書類で確認します。 

ａ健康保険被保険者証（写しを提示） 
ｂ健康保険厚生年金被保険者標準報酬月額決定通知書（又は、健康保険被保険者適用除外

認証でも可。申請時直前のもの。）（原本を提示） 

ｃ雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（原本を提示）（※平成２９年１月１日より６５ 

歳以上の方も雇用保険の適用対象となっております。） 

ｄ個人事業者の事業主については、国民健康保険証（原本を提示） 

ｅ役員を証明する書類（登記簿謄本（現在事項全部証明書）等）（原本又は写しを提示） 
 ②源泉徴収簿又は賃金台帳（原本を提示）（令和４年７月～１２月分） 



③出勤簿又はﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等それに類するもの（原本を提示）（令和４年７月～１２月分） 

技術者が役員であるため、出勤状況を確認できる書類がない場合は、役員であることを証明

する書類（登記簿謄本（現在事項全部証明書）等）（原本又は写しを提示） 
   ※準県内業者は、申請日現在で県内の営業所等に在籍する役員、職員であることが分かる書

類を提示して下さい。 

 

（６）前年度の測量格付事項審査申請書等の副本 （審査済印、受付印押印の副本を提示） 

令和４年度測量格付事項審査申請書及び測量士・測量士補調書の副本で審査済印及び受付印

が押印されているもの。（令和４年２月１日以降の受付印が押されているもの。） 

 

５ 測量格付事項審査申請書の記入方法 

 （１）業者コード 

現在、三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録のある方は、三重県から付与された業者

コード（５０から始まる番号（準県内業者は５５から始まる番号））を記入してください。   

なお、初めて三重県に登録する方は記入しないでください。 

 （２）純資産合計額 

   「純資産合計額」には審査基準日(令和４年１０月１日)直前の決算の純資産合計額を記入し

てください。また、「直前第１期の決算日」に審査基準日(令和４年１０月１日)直前の決算日

を記入してください。 

 （３）測量実績高 

   「①直前第１期」には審査基準日(令和４年１０月１日)直前の決算の完成測量高（消費税抜

き）を、「②直前第２期」にはその１期前の決算の完成測量高（消費税抜き）を記入してくだ

さい。 

「測量実績高」には直前２年の決算の完成測量高（消費税抜き）の平均((①＋②)×1／2)を

記入してください。（千円未満の端数は切り捨て） 

 （４）全事業実績高 

   「①直前第１期」には審査基準日(令和４年１０月１日)直前の決算の全事業の売上高（消費

税抜き）を、「②直前第２期」にはその１期前の決算の全事業の売上高（消費税抜き）を記入

してください。 

「全事業実績高」には直前２年の決算の全事業の売上高（消費税抜き）の平均((①＋②)×1

／2)を記入してください。（千円未満の端数は切り捨て） 

 （５）有資格者 

「有資格者」には測量士・測量士補調書に記載した測量士、測量士補の人数を記入してくだ

さい。 

 （６）営業年数 

   「営業年数」には審査基準日(令和４年１０月１日)現在における営業年数を記入してくださ

い。 

 

６ 測量士・測量士補調書の記入方法 

 （１）ページ数 

   調書の枚数を記入してください。（１／３、２／３…） 

 （２）測量士、測量士補 

   審査基準日(令和５年１月１日)時点において、６ヶ月以上の連続した雇用が確認できる測量

士、測量士補の資格を有する役員、職員（準県内業者は申請日現在で県内の営業所等に在籍す

る役員、職員）を記入してください。 

   役員とは法人の常勤の取締役、個人にあっては事業主とし、また、職員とは常時雇用されて

いる者とします。従って、非常勤の取締役及び常勤の監査役、また嘱託職員、日給職員、パー

ト職員等は含めないでください。 

   

●問い合わせ先 

 三重県 県土整備部 建設業課 入札制度班 TEL０５９－２２４－２７２３ 


